
別記様式第２号（第２条関係） 
 

 
 

誓  約  書 

 

保守点検登録申請者，その役員及び法定代理人は，宇都宮市浄化槽保守点検

業者の登録に関する条例第４条第１項第１号から第６号までに該当しない者で

あることを誓約します。 

 

 

 
 
 
 
 

年  月  日  

 
 
 

申請者                  
 
 
宇都宮市上下水道事業管理者 様 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記様式第３号（第２条関係） 
 

器  具  明  細  書 
 

営 業 所 の 名 称  

器 具 の 名 称 型 式 又 は 性 能 数 量 購入年月日

 
１ 水素ｲｵﾝ濃度指数測定器具 
 
２ 塩素ｲｵﾝ濃度測定器具 
 
３ 亜硝酸性窒素測定器具 
 
４ 残留塩素濃度測定器具 
 
５ 透視度測定器具 
 
６ 汚泥沈殿率測定器具 
 
７ 溶存酸素濃度測定器具 
 
８ 温度測定器具 
 
９ テスター 
 
10 水準測定器具 
 
11 空気流量測定器具 
 
12 スカム・汚泥厚測定器具 
 

   

 
 注 この明細書は，営業所ごとに作成すること。 



別記様式第４号（第２条関係） 
 

浄化槽保守点検業登録申請者          の略歴書 
 
 

現住所 

郵便番号（   －    ） 

 

電話番号（   ）   － 

氏 名
ﾌﾘｶﾞﾅ

  生 年 月 日    年   月  日生 

職名  

略

歴 

期間  
自 年 月 日 従 事 し た 職 務 内 容 

至 年 月 日  

  

賞

罰 
年 月 日 賞 罰 の 内 容 

  

上記のとおり相違ありません 
令和  年  月  日 

 
氏 名             

注１ 「 
              については，不要のものを消すこと。 
             」 
２ 「賞罰」の欄には，行政処分等についても記載すること。 
３ 登記事項証明書（法人の場合）又は住民票の写し（個人の場合）を添付すること。 

法人の役員

本人 
法定代理人

法人の役員

本人 
法定代理人 



別記様式第５号（第２条関係） 
 

浄 化 槽 管 理 士 の 略 歴 書 
 

現住所 

郵便番号（   －    ） 

 

電話番号（   ）   － 

氏 名
ﾌﾘｶﾞﾅ

  生 年 月 日    年   月  日生 

営 業 所 名  職 名  

略

歴 

期間  
自 年 月 日 従 事 し た 職 務 内 容 

至 年 月 日  

  

賞

罰 

年 月 日 賞 罰 の 内 容 

  

上記のとおり相違ありません 

令和  年  月  日 

 

           氏 名   

 注１ 「賞罰」の欄には，行政処分等についても記載すること。 
  ２ 住民票の写し及び浄化槽管理士免状の写しを添付すること。 



別記様式第６号（第２条関係） 
 

事  業  計  画  書 
 
登録の有効期間満了日までに宇都宮市で行う浄化槽保守点検業の事業計画の概要は，

次のとおりです。 
 

浄化槽保守点検業に従事

する従業員の数 
左記の従業員のうち浄化

槽管理士の数 
左記の浄化槽管理士のうち浄化

槽法に基づく技術管理者の数 

名 名 名

保守点検の契約をしている浄化槽の基数（予定を含む。） 

単  独  浄  化  槽 合  併  浄  化  槽 

処 理 対 象 人 員 基  数 処 理 対 象 人 員 基  数 

２０人以下 ２０人以下 

２１人以上３００人

以下 

２１人以上５０人以下 

５１人以上２００人以下 

３０１人以上 

２０１人以上５００人以下 

５０１人以上 

合計 合計 

 
 



別記様式第７号（第２条関係） 

浄化槽清掃業者 

 
宇都宮市許可指令番号     第      号 

 
名  称 

 
所在地 

 
電話番号 



別記様式第８号（第２条関係） 
 

研  修  計  画  書 
 

登録の有効期間内に受講する保守点検の業務に関する研修計画は，次のとおりです。 
 

浄化槽管理士 

氏名
フリガナ

 

免状の交付番号 専任の別 受講時期 

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 第      号  年  月

 
 


